
 

 

 

■安全共済の対象となる方 

・未就学児（０～６歳児）※1 

・小学生～高校生（高校生相当を含む） 

・育成者及び指導者（保護者等）※2 

・子ども会活動に賛同協力してくださる方※3 

 

■申込みの流れ 

令和８年度から、手続きは原則としてネット加入に移行されました。 

ネット加入の場合、加入者情報や行事予定等がシステム上で変更でき、大変便利です。 

ただし、諸事情によりネット加入が難しい場合は申込書による加入も可能です。 

 

 

【ネット加入】 

⑴  全国子ども会連合会ＨＰ「【安全共済会】2026 年度）」にアクセス 

https://www.kodomo-kai.or.jp/kyosai_r8/ 

⑵ 令和８年度「子ども会新規登録」を押し、メールアドレスを登録 

  ※令和７年度にネット加入済みの子ども会も新規登録からの手続きとなります。 

⑶ 登録したメールアドレスに届いた登録用ＵＲＬにアクセスし、単位子ども 

会情報を登録  

⑷ 登録完了後にシステムへログインし、以下を入力 

①加入者情報 ②年間行事 

⑸ 共済様式０６「共済掛金等報告書」を作成し、柏崎市子ども会 

連合会窓口へ提出するとともに加入金を支払い手続き完了 

 

【申込書加入】 

⑴ 市ＨＰ「柏崎市子ども会連合会に加入しましょう！」にアクセス 

https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/kyoikuiinkai/bunka_shogaigakushuka/1/2/6027.html 

⑵ ページ下部から以下様式をダウンロードし、作成 

  ①共済様式 03「加入申込書」    ②共済様式 04「加入者名簿 2」※ 

③共済様式 05「年間行事計画書」 ※②は加入者が２１名以上の場合のみ 

⑶ 柏崎市子ども会連合会へ書類提出（３部）及び加入金を支払う 

柏崎市子ども会連合会（全国子ども会安全共済会・新潟県子ども会育成連合会） 

加入案内（対象者・申込方法など） 

市ＨＰ「柏崎市子ども会連合会に加入しましょう！」 

※申込受付は 4/1（水）から開始します。 

※記入例はＨＰをご確認ください。 

※1 未就学児が加入する場合、同伴保護者も 

加入するようにしてください。 

※2 子ども 5 人につき大人（育成者、指導者） 

1 人の加入が必要です。 

    例）子ども１８人加入の場合は大人 4 人の加入が必要 

※3 登下校の見守り活動実施者など 

※3/16（月）以降、手続き可能となります。申込受付は 4/1（水）から開始します。 

※詳細は同封の「安全共済会ネット加入申込方法のご案内」をご覧ください。 

全国子ども会連合会 

「【安全共済会】2026 年度（令和８年度）」 



■申込（加入金支払い）受付期間（５月１１日（月）～は随時受付） 

4 月 1 日から共済の補償対象とする場合、以下期間での手続きが必要です。 

期 間：令和８（202６）年 4 月１日（水）～5 月８日（金）※平日のみ 

時 間：8 時 30 分～１７時１５分 

窓口延長実施日 

日 時：令和８（202６）年 4 月 ７日（火）１７時１５分～１９時００分 

                   4 月 18 日（土） ９時００分～１２時００分  

4 月２３日（木）１７時１５分～１９時００分 

              5 月 ８日（金）１７時１５分～１９時００分 

※ 窓口延長実施日を除き、次の日は受付できません。 

 ①土曜日・日曜日・祝日 

 ②４月１５日(水)：市民プラザ休館日 

 ③４月１７日(金)：市子連総会 

 

■申込（加入金支払い）受付場所 

柏崎市子ども会連合会事務局 

柏崎市東本町一丁目 3 番 24 号 市民プラザ 2 階 受付窓口 

 

■窓口にお持ちいただくもの 

別紙やＨＰの記入例を参考にし、記入漏れがないようにお願いします。 

【ネット加入】 
①共済様式 06「共済掛金等報告書（ネット加入用）」 

②加入金 270 円×人数分 

【申込書加入】 

①共済様式 03「加入申込書」  ３部 

②共済様式 04「加入者名簿 2」 ３部 ※加入者が２1 名以上の場合のみ 

③共済様式 05「年間行事計画書」３部 

④加入金 270 円×人数分 

 （加入金内訳） 

 

 

 

 

 

全国子ども会安全共済会掛金 ５０円 

全国子ども会連合会運営費 ２０円 

新潟県子ども会育成連合会運営費 ５０円 

新潟県子ども会育成連合会会費 １００円 

柏崎市子ども会連合会会費 ５０円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■よくある質問 

Ｑ．今年度はネット加入をしますが、来年度は申込書加入にすることはできますか。 

Ａ．可能です。 

Ｑ．昨年度データの移行をしたいため、昨年度のＩＤを教えてください。 

Ａ．ご自身が所属する子ども会の昨年度担当者にご確認ください。 

市子連では各子ども会の登録情報は把握しておりません。 

Ｑ．ネット加入しましたが、パスワードとＩＤを忘れてしまいました。 

Ａ．パスワードはご自身で再設定可能です。ＩＤは年度途中の再設定ができないため、

全国子ども会連合会へ直接連絡（TEL：03-5319-1741）して確認してください。 

問い合わせ方法は電話またはホームページのお問い合わせフォームからです。 

代表者の本人確認を行ってからの対応となります。 

 

Ｑ．申込書加入をしたいので様式を送付してください。 

Ａ．送付は行っていません。ご自身で用意いただくことが難しい場合、窓口で１部お渡

しさせていただくことは可能です。ただし、提出には３部必要なことから、コピー

代金は子ども会負担となりますのでご了承ください。 

なお、昨年度まで使用していた３連複写の様式は今年度から廃止されました。 

 

 

 

柏崎市子ども会連合会事務局 

柏崎市教育委員会文化・生涯学習課(市民プラザ内) 

柏崎市東本町一丁目 3 番 24 号 

TEL：0257-20-7500 FAX：0257-22-2637 

E メール：gakushu@city.kashiwazaki.lg.jp 

■加入申込日により、保険適用期間が変わります！ 

申込受付期間終了後も加入申込みは随時受け付けます。ただし、保険適用期間

が変わりますのでご注意ください。また、期間外の申込みは加入手続き完了まで

時間が掛かりますのでご注意ください。 

 申込受付期間（4 月 1 日（水）～5 月 8 日（金））内に申し込み手続きを済ま

せた場合 

⇒令和８（2026）年 4 月 1 日（水）～令和９（2027）年 3 月 31 日（水） 

 →４月中に発生したケガ等も共済の対象になります。 

 5 月 11 日（月）以降に申し込み手続きをした場合 

⇒加入申込日から 5 日程度後～令和９（2027）年 3 月 31 日（水） 

 →加入完了日までの間でケガ等が発生した場合、共済対象外となります。 


